
 

 

 

 

2024 年度エコアクション 21 環境経営レポ－ト（№19）  

 

有限会社 森 商 会  

〒857-0852  長崎県佐世保市干尽町２４番地 

TEL 0956(31)6120     E－mail : mori@morishokai.jp 

FAX 0956(31)6159     ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: http://www.morishokai.jp/ 

                                       

 

発行日 2025 年 1 月 26 日   対象期間 2024 年度（2023 年 12 月 1 日～2024 年 11 月 30

日）  

 

 

 
 

 

 

 

産業廃棄物収集運搬業 

 

産業廃棄物処分業（中間処理） 

  

特別管理産業廃棄物収集運搬業 

 

特別管理産業廃棄物処分業（中間処理） 

 

再生重油製造・販売 

 

 

 

 

 

 

 

M-OIL 

対 象 範 囲 及 び 会 社 概 要 

１．弊社の認証・登録範囲は全ての組織、全ての活動が対象です。 

２．環境活動レポートの対象期間及び発行日は表紙に記載しています。 

３．事業者名及び代表者名： 有限会社 森 商 会  代表取締役 森 久明 

４．所在地：長崎県佐世保市干尽町２４番地 

５．環境保全関係の責任者及び担当者連絡先  担当者 森 久明 

   電話 0956-31-6120 FAX 0956-31-6159  メールアドレス mori@morishokai.jp                    

６．事業の内容：産業廃棄物収集運搬業・処分業 特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業 

廃油を原料とした再生重油の製造・販売 

７．事業の規模  資本金 1,000 万円   創立年月日 昭和 38 年 7 月 8 日 

従業員数 16 名（2024 年 11 月 30 日現在） 

 ８．弊社売上高区分は A で、売上高は A です。（売上高区分 A は 5 億円未満） 
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環 境 方 針 

  

 

１．基本概念 

   有限会社 森商会は、事業活動を行う上で、環境の保全を経営の重要課題の一つ 

  として認識し、事業活動の中で環境に与える影響を的確に把握すると共に、地域環 

  境に配慮した事業活動を行う企業を目指します。又、弊社は、事業活動を行う中で 

  車輌を利用するため、車輌からの排気ガス等の問題が伴ってきますが、地域住民や 

  地域環境に配慮し、環境と人に優しい事業活動を行っていきます。この実現のため、 

  自主的、積極的に以下の環境方針を定め、その方針に基づいて環境の保全及び継続 

  的改善に努めます。 

 

２．環境方針 

（１） 省資源・省エネルギー活動の推進 

 ・事業活動における電力・紙・水等の資源・石油等化石エネルギーの使用量 

 の節減等、環境負荷の低減に努めます。 

       ・グリーン購入を推進します。 

（２） エコドライブ等の省エネ活動によるＣＯ2 削減の推進 

        アイドリングストップ及び収集ル－トの効率化を図る等の、エコドライブ 

        による環境負荷への低減を推進します。 

（３） 廃棄物の削減・分別・処理・リサイクル活動の推進 

事業所から出る廃棄物を最小限にする努力をし、リサイクル活動を推進し 

ます。 

   （４） 受託した廃棄物のリサイクル率の向上に努めます。 

（５） 環境関連法規の遵守 

環境関連の諸法規及び条例等を遵守します。 

  （６）生産・販売・提供するサービスに関する取り組み 

弊社が生産､販売する商品の適正処理に関する環境配慮を行います。 

（７）継続的環境改善の実施 

・環境保全に関する目的・目標を設定し、取り組み結果を点検・評価する事 

        により、さらなる継続的な環境改善につなげていきます。 

       ・生物多様性の保全と継続可能な利用を事業活動に組み込むよう努力します。 

・化学物質の排出の管理を行います。 

   （８）情報提供と地域の環境活動・方策への協力 

       環境活動レポ－トを公表する等の、社内外に対して環境に関する情報の提供 

を行うと共に、地域社会の一員として地域の環境活動並びに方策に積極的に 

協力します。 

   （９）感染予防対策を遵守します。 

   （１０）方針の定期的な見直し 

 

2007 年 6 月 7 日  （制定） 

                         2021 年 1 月 25 日 （改定） 

                                                            佐世保市干尽町 24 番地 

                              有限会社 森 商 会 

                              代表取締役 森 久明 
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SDGｓ活動の取り組み 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

有限会社 森商会は上記の取り組み、エコアクション 21 の運用を通じて、SDGｓの

目標達成に向けて貢献しています。 

 

森とアースへの ECO-プロジェクトを支援し、温室効果ガス排出量の相殺(オフセット)

を実施しました。2024 年度の二酸化炭素排出量 276.736t-CO2 から、2024 年度のオフ

セット量 40t-CO2 を差し引くと、2024 年度の実質二酸化炭素排出量は 236.736t-CO2

となります。 

 

 

森とアースへのＥＣＯプロジェクトの 

コンセプト 

 

森づくりを支援することで、より多くの 

ＣＯ2 の吸収を促します。 

 

地球温暖化対策推進法に基づく温室効果

ガス排出量の報告に際して、再生重油使用

に伴う温室効果ガス排出量は、調整後排出

量から控除することができます。 
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（１）自然エネルギー導入の取り組み 

弊社では太陽光発電を導入し、発電電力は主に事務所で消費しています。   

太陽光発電量比較表（単位 kwh） 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

発電量（2007 年 9 月設置） 7,286 7,191 7,636 7,085 7,183 
      

事務所消費電力自給率（%） 73 72 73 80 76 
 

（２）二 酸 化 炭 素 排 出 量 削減 実 績 

 

① 過去 5 年間の二酸化炭素排出量 

 
② 二酸化炭素排出量実績[排出係数（購入電力）0.612 を使用] 

 

  

2024年度の二酸化炭素排出量は基準年度(2021年度)と比較して、 

21.5％減少しました。 
 

（３）グリーン購入法適合商品購入の推移 

 

 

 

 

年度 2017 2018 2019  2020  2021  2022  2023  2024 

購入品目数量    20    21    19 16   18   17    15    17 

増減  +1    -2   -3    +2   -1    -2    +2 
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（４-1）事 業 活 動 及 び 施 設 の 概 要  

１．組織図 

                        省資源・省エネ担当（廃棄物処理責任者） 

   代表者・環境管理責任者（社長）      廃棄物・リサイクル担当（収集運搬責任者） 

                        節水活動担当（汚水処理責任者） 

２．事業計画の概要： 回収した廃油を弊社施設にて処理後、再生重油として販売します。 

３．処理施設の概要  

                                                        

産 業 廃 棄 物 処 理 施 設の種類 

 

中間処理（廃油） 

処理能力（40 ㎥／日）  

処理方法（油水分離） 

 

特別管理産業廃棄物処理施設の種類 

 

中間処理（廃油）   

処理能力（40 ㎥／日） 

処理方法（油水分離） 

４．収集運搬車両の種類と台数 

    種  類 積載量 台数  種  類 積載量 台数 

タンクローリー 16 KL １  バキュームローリー 3.6KL １ 

タンクローリー 14 KL ２ バキュームローリー 3.0KL   ２ 

バキュームローリー 10.5KL   １  清掃車  2.2KL １ 

バキュームローリー 10 KL １ トラック(ｸﾚｰﾝ付き)    3t  １ 

バキュームローリー 6.5KL １  トラック 3t  １ 

バキュームローリー 5.0KL １ トラック 2t  １ 

５．廃油の処理料金 

区  分 単 位 金 額       区  分 単 位 金 額 

再利用可能な廃油 １ℓ 無料 含水廃油 １ℓ 35 円 

再利用不可の廃油 １ℓ 20 円 動植物油（魚油を除く） １ℓ 30 円 

揮発油 １ℓ 30 円 切削油（塩素系を除く）  １ℓ 35 円 

固形油 １ℓ 100 円    

その他：分析の上御見積致します。 

６．処理工程図  

                 

処分後の油泥保管タンク→焼却処分を外部委託 

                         ↑ 

廃油の受入→処分前の保管タンク→加熱タンク→油水分離機→再生重油として販売 

                        ↓ 

処分後の汚水保管タンク→排水処理 

７．受託した産業廃棄物の処理実績（2024 年度） 

産業廃棄物収の種類  

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒ 

収集運搬量  

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒ 

中間処理量  

⇒ 

再資源化量 再資源化率 

廃油 956.4ｔ 948.5ｔ 125.6ｔ 13% 

汚泥 490.9ｔ 処分場委託   

金属くず 25.8ｔ 処分場委託   

廃プラスチック 5.0ｔ 処分場委託   

廃アルカリ 41.6ｔ 処分場委託   

木くず 0ｔ  処分場委託   
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（４-2）事 業 活 動 及 び 施 設 の 概 要  

８．  弊社が生産・販売する再生重油の環境負荷 

再生重油とは、エンジン油や工業用用途に使われた潤滑油（廃油）等を主原料に製造された燃料油

です。潤滑油リサイクルにおける最も代表的な再生品であり、一般石油製品である重油類相当の燃料

油として、適切な品質管理を行っています。 

   項  目   数 値    項  目   数 値 

硫黄分   質量分率％     0.6 以下 塩素分   質量分率％     0.05 以下 

窒素分   質量分率％     0.08 以下 総発熱量  MJ /Kg    41.8 以上 

分析は第三者機関に委託して、毎月 1 回以上分析しています。 

９.  生産・販売・提供するサービスに関する取り組み 

弊社が販売した再生重油を、何らかの理由で処分する場合は、弊社にて回収し適正処理を行います。 

10．許可の内容：海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律による廃油処理事業者の認可及び許可   

認可書：港機第５１号           許可書：九運海舶第７６号 

認可取得年月日：昭和 47年 6月 19 日  許可取得年月日：平成 29年 12 月 15 日 
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（５）環 境 負 荷 の 実 績 及 び 目 標 

 

 

（６）目 標 未 達 成 項 目 の 対 策  

廃棄物排出量が増加しました。 

再資源化の向上に取り組むことを確認しました。 

コピー用紙消費量が増加しました。 

ペーパーレス化の推進に取り組むことを確認しました。 

受託した産業廃棄物の再資源化率が低下しました。 

経営とのバランスを考えながら向上に取り組むことを確認しました。 

2024年度を新たな基準年度に設定し、基準年度を維持することを確認しました。 
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（７-1）環 境 活 動 計 画  

2022 年度～2024 年度までの中・長期活動計画 

軽油・ガソリンの削減                   （活動対象者：全社員） 

 定常時の作業 
①車のアイドリングは少なくする。 

②廃油等の収集の効率化（収集頻度の最小化） 

③社用車の効率的な運転を心がける。 

④定期的な車輌の整備（ﾀｲﾔの空気圧、ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙの交換等）を行う。 

 管理・維持のためのポイント 

①全社員に周知し、各人が注意を心がける。 

②比較的近い所には車を使わない等というように、努力する。 

③日々、車の調子を見ておく。 

電力消費量の削減                     （活動対象者：全社員） 

 定常時の作業 

①必要のない電気（照明）は消すようにする。 

②明るさの低下を防ぐために、LEDランプ自体やカバ－等の器具のホコリ 

  や汚れを半年に１度は清掃する。 

③未使用時のパソコンの電源はOFFにしておく。 

④その他のOA機器も利用しない時は、電源を切っておく。 

⑤室内空調は、夏期は26℃～28℃、冬季は20℃以下に設定しておく。 

⑥ポンプにかかる負荷を調整し、省力化に努める。 

⑦ボイラ－から排出される水の再利用を計る。 

 管理・維持のためのポイント 

①②③④全社員に周知し、各人が注意を心がける。 

⑤・昼休みや退社する際など、長時間使用しない時は主電源を切り、待機電力の削減に 

努める。 

  ・天気の良い日は、室内に自然光を取り入れる工夫をする。 

  ・エアコンのフィルタ－の掃除をこまめに行う。 

  ・冷暖房中の不必要な窓の開閉は行わない。 

⑥⑦ポンプ・ボイラ－の点検・清掃を行う。 

廃棄物の削減                       （活動対象者：全社員） 

  定常時の作業 

①紙使用量の削減 １．裏紙の使用  ２．使用済み封筒の再利用 

          ３．ミスした紙は裏面をメモ用紙として使用 

②ゴミの分別の徹底 

③社の購読の新聞、又はダンボ－ル等は資源ゴミとして出し再資源化率を向上させる。 

④油ウエスは、使用方法の改善により、減少させる。 

⑤汚泥の再資源化を進める。 

管理・維持のためのポイント 

①紙資源を有効に活用するために、ミスコピ－を出さないように心がけ、捨てる前に 

もう一度利用できないか気をつける。 

②・作業員全員に周知し、各人が注意を心がける。 

   ・ゴミを出す際は、その重さを記録しておく。 

③新聞や段ボ－ル等は「燃やせるゴミ」として出すのではなく、資源ゴミとして出す。 

④捨てる前にもう一度利用できないか気をつける。 

⑤排出する際、処分先の汚泥の再利用率を検討する。 
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（７-2）環 境 活 動 計 画  

2022 年度～2024 年度までの中・長期活動計画 

節水活動                                            （活動対象者：全社員） 

 定常時の作業 

①水道の蛇口を調整して、必要以上に使いすぎないようにする。 

②水の出しっ放しや流しっ放しにしない。 

③掃除などをする際は、バケツに水を溜めて行う。 

④すすぎやすい洗剤などを利用する。 

 管理・維持のためのポイント 

①従業員全員に毎日周知し、各人が注意を心がける。 

②水を使う際は、無駄な使い方をしないように習慣づける。こまめに水は止めて使うよ

うにする。 

③掃除などをする際は、必ずバケツに水をくみ、その水を使用するようにする。 

流し場のそばには、常にバケツを用意するなど工夫する。 

④洗剤を購入するときは、商品説明に目を通すなどして、なるべくすすぎやすい洗剤を

選ぶようにする。 

グリーン購入の推進活動                 （活動対象者：全社員） 

定常時の作業 

①コピー機、プリンターのトナーは出来る限り再生品を使用する。 

②コピーや印刷は、出来る限り再生紙を使用する。 

③名刺用の台紙は再生紙を使用する。 

 管理・維持のためのポイント 

①②③全社員に周知し、各人が注意を心がける。 

化学物質の削減                     （活動対象者：全社員） 

定常時の作業 

①出来る限り検体をまとめて分析する。 

②出来る限り削減に努める。 

 管理・維持のためのポイント 

①②全社員に周知し、各人が注意を心がける。 

生産・販売・提供する製品及びサービスに関する負荷削減 

  （活動対象者：全社員） 

定常時の作業 

①生産する製品（再生重油）の環境負荷を把握する。 

②生産する製品（再生重油）の分析を定期的に行う。 

③販売ルートの効率化を考える。 

④販売した製品（再生重油）を処分する場合は、弊社にて適正処分を行う。 

 管理・維持のためのポイント 

①②③④全社員に周知し、各人が手順を把握する。 

 ＊評価：環境活動が効果的に行われているかを確認するために、毎月の、燃料・水道・電気 

の消費量を社員休憩室に掲示し、環境活動に対する意識付けを行っています。 

  2024年度の環境活動に問題はなかったと評価します。 

2025年度～2027年度の環境経営計画は 2022年度～2024年度と同じです。 

                                   確認日・印 

                                 2025 年 1 月 25 日 

                                     ○森  
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（７-3）環 境 目 標 
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（８）情 報 開 示 

産業廃棄物処理業の優良性の判断に係る情報開示は、産廃情報ネットにて開示を行っています。 

その他の情報は、弊社ホームページ（http://www.morishokai.jp/）にて開示を行っています。 

（９）全従業員への研修・教育 

 

  教育・訓練の内容 実施月 

一般教育  

 

 

環境問題の現状、環境への取組の意義、重要性。 

環境方針、担当する業務に関連した環境活動計画、 

手順。自らの役割と責任。 

  

 

2024 年 4 月 

   202４年 11 月 

 

  

特別教育 

  

  

環境への取組の意義・重要性。エコアクション 21 の 

基本的な仕組み。部門の環境目標・環境活動計画。 

部門責任者としての役割・責任・権限 

 

 

2024 年 11 月 

 

 

専門教育 

 

法規制の詳細、遵守の手順。 

必要な資格取得、能力等。 

  

2024 年 7 月  

 

（10）環境関連法規への違反、訴訟等の有無 

 

適用法令 有無（2023 年 12 月～2024 年 11 月） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律         無 

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律         無 

水質汚濁防止法         無 

悪臭防止法         無 

佐世保市との協定         無 

騒音規制法         無 

佐世保市環境保全条例         無 

毒物及び劇物取締法         無 

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に

関する法律 

  無 

当該関係法令について、関係機関等からの指導、指摘等はありませんでした。又、訴訟

等も同様に１件もありませんでした。弊社でも適用法令すべてチェックし問題ない事を

確認しました。随時見直しを行い、弊社の事業活動に適用される環境法規制・条例等の

遵守に努めます。 
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（11）代表者による全体の評価と見直し  

 

 

①環境目標の達成状況と環境活動計画の実施状況 

  2022年度から 2024年度までの 3年間の環境活動計画を実施し、一定の目標を達成 

 しました。 

②法規について 

   当社に関係する新規の法令はありませんでした。 

又、環境関連法規への違反・訴訟等もありませんでした。 

 

③環境方針 

現行の環境方針と 2017年度版の産業廃棄物処理業者向けガイドラインの内容と 

比較・検討した結果、変更する点がないことを確認しました。 

 

④環境経営システムの組織は良く機能していると判断されるため変更は行いません。 

 

⑤環境目標と環境計画について 

2025年度から 2027年度までの中・長期目標値は、2024年度を基準年度とし、削減  

目標は 6％（2％/年）としました。加えてカーボンオフセットを実施し実質 20％の 

削減を目指します。目標達成のための環境活動に取り組みます。 

来年度も引き続き、全従業員が環境活動計画を実行し、積極的な活動及び改善を行う 

よう促します。 

 

 ⑥ＳＤＧsの取り組み・カーボンオフセットは、引き続き実施します。 

 

⑦感染症対策について 

全従業員に周知しました。 

 

⑧その他の環境経営システムに関する要素。 

生物多様性の保全と、持続可能な利用の取組として生物多様性の恵みを享受し続ける 

ために、排水の油分の除去、CODの低下、及び受託した産業廃棄物の再資源化率の 

向上を図ります。 

 

 

 

 

確   認  日 2025年 1月 25日 

                対 象 期 間 2024年度（2023年 12月～2024年 11月） 

                 

代表取締役 森 久明 

                             

 

 

 

 

 


